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研究成果の概要（和文）：研究課題に即し、具体的には、佛教大学附属図書館所蔵「新発田藩京都留守居役寺田
家文書」のうちから、日々の執務記録である『御用留』のデジタル撮影と、それを用いた翻刻ならびに解読を、
主な柱として作業を進めた。その結果として、これまでに知られていなかった京都留守居が、具体的にどのよう
な職務を担い、また特に幕末の慶応期において、現実の政局にどのようにかかわっていたか、を相当程度、明ら
かにしえた。

研究成果の概要（英文）：I have researched the Kyoto keeper of Shibata-han through the Documents of 
The 
Teradas, which Bukkyo University Library possessed. I have read especially the official diary. As a 
result of that,I have clarified the actual business of Kyoto Keepers and  how they had concerned on 
the political situation of the late 19th century that had been unknown by any researchers.

研究分野： 明治維新政治史
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)これまで日本史の学界において、近世にお
ける大名家の京都留守居というものは、存在
することが知られている程度で、具体的な職
制や職務内容については、本格的な研究が全
く無いと言ってよいほど手薄であった。 
(2)いっぽう、江戸にあって、大名の代理に相
当する江戸留守居については、笠谷和比古氏
の研究に代表されるように、一定の研究蓄積
があり、その活動状況も、かなりの程度明ら
かにされていた。具体的には、徳川幕府が全
国的に触れを出すときには、大目付が諸大名
の江戸留守居を江戸城に集めて触れ渡すの
であるが、それに先立ち、触れの文言等につ
いても、江戸留守居側と事前に調整を行うな
ど、国政の運営に留守居が携わるといったこ
とがあった。これらのことは、徳川幕府の政
治運営の方法を見るうえで看過できない、大
きな問題といえよう。 
(3)この点を踏まえて、京都留守居についても、
とくに 19 世紀後半になると、大名と公家と
の間で、政局にかかわる意見の交換や、さら
には事前の意見調整などが行われた可能性
があると予想された。 
(4)ただし、京都留守居は、江戸留守居と異な
り、全大名が必ず設置している職とは限らな
い。基本的に、10 万石以下の小大名は、呉服
御用などの代理店的な存在で、業務を代行さ
せていたと思われ、在京の大名屋敷も、全大
名が所持していたわけではない。 
(5)その意味で、京都留守居は、10 万石以上
の大規模大名、ないしは政治的な有力大名が
設置していたものであり、必然的に、政局動
向への関与も積極的であったと思われた。 
(6)さらに、京都留守居の研究が進んでいない
のは、これに関わるまとまった史料が発見さ
れていないためでもあろうと考えられた。 
 
２．研究の目的 
(1)上記のような背景を踏まえ、研究としての
目的は、まず、京都留守居の職制や職務とし
ての活動実態を、具体的に明らかにすること
である。 
(2)ついで、とくに 19 世紀後半の、いわゆる
幕末期において、諸大名が京都の公家側と連
携して政治活動を行なうにあたり、京都留守
居が現実の政局動向に、どのように関与した
かを、明らかにすること、また逆に言えば、
京都留守居の活動を通して、当該期の政局動
向を、より深く具体的に考察することである。 
(3)さらに、以上のような考察を通じて、広い
意味での公家側と武家側の関係を考え直す
ことである。つまり、通説的、概説的な認識
では、当時の朝廷は、基本的に無力な存在と
され、天皇以下にしても、結局は、強大な軍
事力を持つ有力大名の意向に左右される、い
わば操られた存在とみなす傾向が根強い。 
 これに対し、本研究では、公武交渉の実態
を明らかにすることにより、公家側、すなわ
ち朝廷の持つ、権力の特質を明らかにする。 

(4)但し、その公家側権力とは、近代的な意味
での政治権力と同質ではない。それは、19
世紀日本という時代状況に即応した、その意
味で特徴的なものであり、いわば文化的な権
威という側面を色濃く有する権力であった。
この点への着眼を抜きにしては、19 世紀の政
治的な変動の本質を解明することはできな
いと思われる。 
 
３．研究の方法 
(1)研究代表者が勤務する佛教大学の附属図
書館には、越後国新発田の大名、溝口家の京
都留守居であった、寺田家に伝来した史料群
約 3 千点が所蔵されている。その存在自体、
これまでは学界にも知られず、したがって研
究にも全く利用されていなかった。 
本研究では、これらのうち、とくに執務記

録にあたる『御用留』の解読を中心にして、
京都留守居の職制の実態と、活動状況とを明
らかにしようとした。なお、利用する史料は、
『御用留』を中心とするとはいえ、これらに
付随する文書群は、手控え、書状、勘定帳な
ど、極めて広汎にわたり、素材には事欠かな
い状況であった。 
(2)主に対象にする人物として、文久 3 年
（1863）から、京都留守居に任命された寺田
喜三郎を採り上げた。その頃は、14 代将軍徳
川家茂が初めて上洛を行ない、またこれに伴
って、全国の主要な大名が上京し、京都が一
気に全国の国政の中心地となる時期である。
それ以降の寺田喜三郎の活動を通じて、公家
と武家が相互に、どのような関係を取り結び、
政局の展開に、どのように関わってゆくのか、
また、その過程で、京都留守居はどのような
役割を担うのかを明らかにしようとした。 
(3)また、新発田藩溝口家と、他の大名家と
が、京都留守居を通じて、どのように連携を
取って活動しているかについても、検討した。 
(4)関係史料として、新潟県新発田市立図書
館には、新発田藩政史料が膨大に所蔵されて
おり、同図書館への訪問調査を実施、寺田家
文書との突き合わせを行った。但し、その史
料群も未整理であり、完全な調査と活用は、
今後の課題である。また、東京大学史料編纂
所にも溝口家文書が所蔵され、その調査も行
った。 
(5)技術的な面についていえば、まず寺田家
文書『御用留』26 冊を、すべてデジタル撮影
して DVD に収録し、PC のモニター画面で閲覧
できるようにした。この方法を採ることで、
史料解読の能率が、原文書を図書館で閲覧す
る方法に比べて、飛躍的に向上した。さらに、
研究費の使途として許す限り、主要な史料を
DVD に収録した。 
 
４．研究成果 
(1)寺田家は元来、呉服商「桔梗屋」を営む
京都町人であったが、19 世紀初めには、溝口
家の「用聞」を務めるようになり、さらに文
久 3年（1863）に、喜三郎の代に至って、溝



口家の士分に取り立てられ、京都留守居を命
ぜられた。その後、慶応 3年（1867）に至る
迄、諸大名家の類役や公家側と密接に連絡を
取りながら、政治活動に携わってゆく様相を
具体的に明らかにした。なお、「寺田」の苗
字は、喜三郎の先々代にあたる喜右衛門が
「京都御用聞」として召し抱えられた際に、
許されたものである。 
(2)喜三郎の代以前にも、「用聞」として、寺
田家が、溝口家と縁家の公卿、久世家との間
の儀礼に関わる使者や、あるいは新発田の国
許から上京する家来の滞京中の世話係りを
務めていた様相や、また拠点としての京都屋
敷を、文久 3 年（1863）8 月に確定させるこ
となど、留守居としての具体的な職務内容が、
相当程度、明らかになった。 
(3)慶応 3 年（1867）に至り、政治情勢が緊
迫化するなかで、15 代将軍徳川慶喜は、10
月 13 日、諸大名の重臣を二条城大広間に召
集し、政権奉還についての諮問を行ったが、
寺田喜三郎は、これに列席した。その当事者
である喜三郎の自筆記録を、寺田家文書中か
ら、発見した。 
この諮問の事実自体は、『徳川慶喜公伝』

により、周知のものであるが、10 月 12 日に
行われた幕府有司に対する諮問と混同され
ることが多い。これについて、実際の参加者
の自筆記録の発見と紹介は、学界においても
初めてである。これによって、諸大名重臣ま
たは留守居の招集が、どのような手続きにお
いて行われたのか、また諮問の場において、
どのような行為がなされたのかも明らかに
しえた。 
さらに、その約 2ヶ月後の 12 月 9日に「王

政復古」政変が引き起こされるが、その前後
の時期において、新発田藩など非当事者の諸
藩が、全般の政治情勢をどのように把握し、
どう対応しようとしたのか、を検討した。さ
らに、その状況把握を踏まえ、諸藩が、朝廷
に対し、連名で建白活動を行なっている様相
など、具体的な政治状況を明らかにした。 
(4)寺田喜三郎は、明治元年(1868)12 月に、
改めて80石の知行取りに昇格した。しかし、
明治 2 年 6 月に実施された版籍奉還により、
大名家としての溝口家は解消され、喜三郎自
身は、「新発田藩士族」として家禄 21 石を給
付される立場になった。 
その後、喜三郎自身の記録により、明治 11

年金禄公債証書が交付されるまでの経過を
明らかにした。喜三郎は、公債証書の写しを
も丁寧に書き残しているが、これらは、士族
の生活実態を明らかにしうる稀有の史料で
あり、今後、藩の制度実態と共に、明治初年
の政治史を解明する大きな手掛かりとなる
と予想される。 
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